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（設置） 

第１条 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所（以下「研究所」

という。）に、大強度陽子加速器における原子核素粒子共同利用実験審査委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

 

（任務） 

第２条 委員会は、研究所長の求めに応じ、大強度陽子加速器施設の５０GeV シンクロトロンを

用いて行う原子核素粒子共同利用実験の申請課題について、採択の適否を審査するとともに 

５０GeV シンクロトロンを用いる研究計画に関わる重要事項を審議する。 

２ 前項の審査は、次に掲げる基準により行うものとする。 

(１)学問上の価値 

(２)技術的な実行の可能性 

(３)実験組織の能力  

(４)全体の実験計画との関連 

 

（報告・助言） 

第３条 委員会は、採択された実験計画の実験責任者に対し、実験計画の進捗状況について報告

を求め、必要に応じ助言を行うことができる。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、研究所の目的たる研究と同一の研究に従事する者１５人以内をもって組織す

る。 

２ 委員の選出に当たっては、素粒子原子核研究所運営会議の議を経るものとする。   

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、４年とし、引き続き再任することはできない。 

ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、研究所長が指名する。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。 

 



（招集） 

第７条 委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。 

 

（議事） 

第８条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、総務部研究協力課において処理する。 

 

（雑則） 

第１０条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。 

２ この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

１ この規程は、平成１８年６月１日から施行する。 

２ この規程の施行後、最初の委員の任期は、第５条の規定にかかわらず、平成２２年３月３１

日までとする。ただし、半数の委員は、平成２０年３月３１日までとする。 

  


